
の

の の

第14号様式 (第 8条関係 )

(その 1)

ふ り が な )

体 の 名 称

2 主 た る事 務 所 の 所 在 地

3代 表 者 の 氏 名

曰

4 会 計 責 任 者 の 氏 名

メヽ
″
ス′

連絡先
(担当者 )

収 幸艮 =菫
堕

Fヨ
ベフ

″′ヽ
生
回

(

1 政 治

(令和_二■_年分)/

必須様式(1/4)

スー

＼ ′

(電 話 ) Ź塁二∠望立上三≡2生∠
※事務担当者の連絡先も収支報告書の閲覧等の対象に含まれます。

※選挙管理委員会使用欄

団体コー ド (備考 3) 年分 整理区分 入 力 □

□

□

収
　
支
　
産

パ
　
パ
　
資0 0 0 0 0

図

□

l?@ E 表紙 [II

内容 [:|解散 []

の

□ 政党
□ 政党の支部
□ 政治資金団体

□ 政治資金規正法第 18条の2

第 1項の規定による政治団体

図
′

その他の政治団体 /

□ その他の政治団体の支部

村
-6,1,22

資金管理団体の指定の有無

口
′
無

□ 有
(以下は、指定「有」の場合のみ記入)

公 職 の 種 類

(現職・候補者の別)(現職 。候補者 )

資金管理団体

の届出をした

者 の 氏 名

の

政治資金規正法第19条 の 7第 1項
第 1号に係る国会議員関係政治団体

□ 政治資金規正法第19条の 7第 1項
2号に係 る

(現職・候補者の別)(現職 。候補者 )

公 職 の 種 類

公職の候補者

の  氏  名

資金管理団体の指定の期間

令和
イテ禾ロ

年
年

月

月

日から
日まで

国会議員関係政治団体に関する

特例の適用期間



(その 2)

1収支の総括表

2収入項目別金額の内訳

σ
′

ヽ
〕
Ｊ

、
ヽ

ク
′

″
υ

ノ
ク

ム
も

ノ
争

ハ
７

′

′
ク
′

ヽ

ざ θ
ノ
υ θ

圧ヽ ノ

′

０
／

″
ノ′

′‐

0´
０
′
´

収 入 総 額

0 8ヽ
ノL ′ 2

０
ノ

、
ご支 出 総 額

ヽ

ご
′
Ｆ

′
ι

′

′ 2 ノ
タ

／
υ翌年への繰越額

′フ

/

②

(前年報告書の繰越額)

(本年の収入 )

(その13の 合計を記入 )

+②―③

(1)個人の負担する党費又は会費

金 額
l 「

|′

員 数   (党費又は会費を納入 した人の数 )
メ′

(2)寄附

ア 寄附 (イ を除く。)の 区分 金 額 備   考

> ／
′ 0

７

′ ′ ´ ′
内沢を (そ の7)に記入

′(寄 附者の区分 :個人ン

′

′
内訳を (そ の7)に記入
(害 附者の区分 :法人その他の団体)

θ
内訳 を (そ の 7)に 記入

(寄附者の区分 :政治団体 )

ゝ ノ
′ ゛ ′ ′ θ ④′

′

イ 政党匿名寄附 ′ ⑤

△́・言十 (ア +イ ) ) ノ
ノ 0 ∂

ア ′ θ θ ④+⑤

必須様式(2/4)

(本年 の 収 入 額 )2収 入項 目別金額の内訳 の (1)～ (6)の 計

(前年からの繰越額)

(ア )個人からの寄附

(う ち特定寄附)

(イ )法人その他の団体からの寄附

(ウ )政治団体からの寄附

ガヽ言十 ((ア )+(イ )+(ウ ))

(寄附の うち寄附のあっせんによるもの)



(そ の 6)

(6)そ の 他 の 収 入

摘 可F
3て 金 額 備 考

11

12

13

15

本 頁 上 記 の 小 計

1件 10万円未満のもの 0 ′
ξ

わ
Ｖ

″学
′

〈
口 計

ム θ
ノ

ノノ
も

1 つ いて

ものについては、一括 して「1件 10万円未満のもの」欄に合算 して計
上すること。
なお、預金利子については、同一金融機関の同一種類の預金利子であ
れば、証書番号が異なっていても、まとめて 1件 とし、その利子の合
計額が10万 円以上であれば、収入年月 日ごとに内訳を記載すること。

その他収入

10,万



(そ の 7)

(7)寄 附  の 内 訳  (寄附者の区分ごとに別葉とすること) 寄附者の区分 口循人 □法人その他の団体 □政治団体

寄附者 の氏名

(団体にあっては、その名称)

金 額 年月 日 住所 (団体にあっては主た
る事務所の所在地 )

職業 (団体に
あっては、代表
者の氏名 )

備  考

10

11

13

15

本 頁 上 記 の 小 計

そ の 他 の 寄 附 ) ′

/ ′ ´ θ
△
ロ 計 ゝ

´
′
/ 0 ノ¬

ノ
ノ¬

グ θ

※ 「住所」欄については、県外にあつては都道府県名から、県内にあつ
ては市郡名から記入 してください。
(例)東京都港区○○ :丁目 1-1

神奈‖l県横藤市中EOOZ丁 目Z-2
福岡市博多区○03丁目3-3
籠置口宇姜町○04-4

※ 同一の者からの寄附で午間 5万円を超えるものについては、内訳を記載すること。なお、 5万円以下の寄附であっても、必要に応 じて記載
して差し支えないが、 5万円以下の寄附については、一括してその合計額を「その他の寄附」欄 (下から2行 日)に記載することができる。 寄附の内訳



(1)支出の総括表

項
日日 金 額 備 夕・ (※ )

・́フ

丁
~経

常経費

(1)人件費

(2)光 熱水費

(3)備 品 0消耗品費

(4)事務所費

小   計

′

I資金管理団体」又は1国会臓員関係政治団体」であ

る期間中の支出は、項 目(人件費を除く)ごとに

⑥ その14に内訳を記載すること

θ ⑦

θ ③

′ ⑨

′⑩ (⑥～⑨の計)

2 政治活動費

(1)組 織活動費

(2)選 挙関係費

(3)機 関紙誌の発行その他の事業費

(4)調 査研究費

(5)寄 附・交付金

(6)そ の他の経費

小   計

′ぐ
υ

ヽ
ｒ
Ｊ

く
く

ヵμ
′

ノ
タ

ヽ

ご
７
ｒ

ノ
ι

項 日ことに そ の 15に 囚 lKを 配 取
・
アること

⑪ ′

′⑫

′ ⑬ (ァ +ィ +ウ +ェ )

β

汐

′
う

ノ
ノ

′

´ ⑭

／

′

′
`

学 ′ ′ ′ ″ ′ ⑮

７
ｒ

′
ι ダ

ノ17
ノ

′
′‥

0 ⑩

ヽ
ノ ′ )

０
ノ

ヽ
Ψ
V ゛ ⑭ (⑪～⑩の計)

〈
口 計

｀ヽ

_ι ′
ヽ

“`

θ
／

ヽ
ご θ の十⑪

(その 13)

3 支出項目別金額の内訳

※ 支出先が当該団体の本部又は支部であるものについては、項 目ごとの額を備考欄に記入 し、併せて
その内訳を様式 (そ の 16)に より報告すること。

☆支出がある場合には、本様式は必須となる。

ア 機関紙誌の発行事業費

イ 宣伝事業費

ウ 政治資金パーティー開催事業費

コE その他の事業費



(そ の 15)

(3)政治活動費の内訳 項目別区分=徳機激と_(組録 lま安 )

支出の目的 金 額 年月日
支出を受けた者の氏名

(団体にあつては、その名称)

支出を受けた者の住所

(団体にあつては、主たる事務所の所在地)
備 考

も,t〔たAレ政継レ」:二
ム
′ヽ θ ″ θ ′ 艦′ι影 ′」獅叡1滋彪

^
耗‖酔1鵞壺瞭ょィレしノ

ン許篭旅かし赫盗換■ ) ′ ′ ′ θ ′ 翔 鰯 働 翻 鯨 f斗′"zンノ

為 ;戯H派滅影が ζ′ ″ ″ ″ 左々α′2 場就 Hz鶴1泰 光辮旧恭透 IJi酬脇影1←″
４

一 物弗勿多z励1蒻奏 4
ヽ ′ ″ ″ ′ たよ夕/3/ 色廊場,d刻彩痣′↓Lヵt淋れcM辟誡働当酢,4.と

穏娘独餞陶臨擁辞 2 ′ ′ ′ ′ ´ 贅乙生ノノ́′

“

勧歳″澪 福爾Hlξ多|"弾)→子埓l咽部首シ+レ

10

11

12

13

14

15

本 頁 上 記 の 小 計
ノ
０

ム
6 θ ′ ′ ′

そ の 他 の 支 出 ヽ
ざ ク

∠
ν

ヽ
マ
′

ｑ
ｔ タ

△
ロ

ヨニ
ロ :

′
ξ （

ざ タ
ノ
ク 、Ｎ

〕

η
″

※ 「項目別区分」欄には、その 13「 2政治活動費」中の (1)～ (6)(た だし(3)について
はア～工)のいずれかの項目名を記載 し、括弧内については、団体の会計上の整理に
沿って、適宜小分類を記載すること。
なお、政治資金パーティー開催事業費の場合は、括弧内にパーティー名を記載し、
恒生2杢三二∠=三上二別菫 とすること。

※ 1件 5万円以上の支出は、個々の内容 (支出の目的、金額、年月日、支払先等)を記載 し、その領収書等の写しを添付すること。
ただし「国会議員関係政治団体」期間中の支出については、上記によらず 1件 1万円超の支出について個々の内容を記載 し、その領収書等の写しを添付すること。
これら以外の少額の支出については、一括 して「その他の支出」欄にその合計額を記載すること。



(3)政治活動費の内訳 項 目別区分 (寄 附 )

支出の目的 金 額 年 月 日
支出を受けた者の氏名

(団体にあっては、その名称)

支出を受けた者の住所

(団体にあつては、主たる事務所の所在地)

備 考

寄 T'特
印
′
ノ

′
ナ

′
ι

．
′ ′ ´ ″ θ 1社1′′′勧′酬賜磁雖疹 未齢御ηl捕

"鰯
助肉ンみィィ

班 八 尽 也 弦 象 L通 ヽ 粛め肉パ2クノ″羽ング9F

10

11

12

13

14

15

本 頁 上 記 の 小 計 ′
′ ダ′ ′ ′ ′ ′

そ の 他 の 支 出 θ

△
ロ

ヨニ
ロl

／

′
〃
ノ ′ ′ ′ ′ θ

(そ の 15)

※ 「項目別区分」欄には、その 13「 2政治活動費」中の(1)～ (6)(た だし(3)について
はア～工)の いずれかの項目名を記載 し、括弧内については、団体の会計上の整理に
沿って、適宜小分類を記載すること。
なお、政治資金パーティー開催事業費の場合は、括弧内にパーティー名を記載 し、
個生ヱと±ゴL生三二とにユ塵 とすること。

※ 1件 5万円以上の支出は、個々の内容 (支出の目的、金額、年月日、支払先等)を記載 し、その領収書等の写しを添付すること。
ただし「国会議員関係政治団体」期間中の支出については、上記によらず 1件 1万円超の支出について個々の内容を記載 し、その領収書等の写しを添付すること。
これら以外の少額の支出については、一括 して「その他の支出」欄にその合計額を記載すること。



(3)政治活動費の内訳 項 目別区分 施他塑盗致二 (槃二女′ )

支出の目的 金 額 年月 日
支 出を受 けた者 の氏名

(団体にあっては、その名称)

支 出を受 けた者 の住所

(団体にあつては、主たる事務所の所在地)

備 考

10

11

12

13

15

本 頁 上 記 の 小 計

そ の 他 の 支 出 ″サ 子
ノ7
′

′

ざ子
△
ロ

=ニ
ロ l ケ

′
″

′
二

‐

ノ7
′

ム
0

″争
′

(そ の 15)

※ 「項 目別区分」欄には、その 13「 2政治活動費」中の (1)～ (6)(た だ し(3)について
はア～工)の いずれかの項 目名を記載 し、括弧内については、団体の会計上の整理に
沿って、適宜小分類を記載すること。
なお、政治資金パーティー開催事業費の場合は、括弧内にパーティー名を記載 し、
個生∠と:量二 生三二とに別墓 とすること。

※ 1件 5万円以上の支出は、個々の内容 (支出の目的、金額、年月 日、支払先等)を記載 し、その領収書等の写 しを添付すること。
ただし「国会議員関係政治団体」期間中の支出については、上記によらず 1件 1万 円超の支出について個々の内容を記載 し、その領収書等の写 しを添付すること。
これ ら以外の少額の支出については、一括 して 「その他の支出」欄にその合計額を記載すること。



(そ の 17)

1資産等の総括表

資 産 等 の 状 況

資 産 等 の 有 無

項 目 別 区 分 有
(※ ) 4圧E 備   考

ア 土   地 И

イ 建  物 □
/

区

ウ 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権 □ ヴ

工 取得の価額が 100万 円を超える動産 「
¬

L」 ゾ

オ 預金 (普通預金及び当座預金を除く。)又は貯金 (普通貯金を除く。) 団

力 金銭信託 %

キ 有価証券 区

ク 出資による権利 区

ケ 貸付先ごとの残高が 100万円を超える貸付金 区

コ 支払われた金額が 100万円を超える敷金 □ γ

サ 取得の価額が 100万 円を超える施設の利用に関する権利 区

シ 借入先ごとの残高が 100万円を超える借入金
ノ

図

必須様式(3/4)
※ 有の場合、その内訳を様式 (そ の 18)に 記入すること。

□

□

□



(そ の 20)

た士′

巳 誓  書

添付書類 (別添のとお り)

/1 領収書等の写し

□ 2 監査意見書 (政党及び政治資金団体に限る。 )

3 政治資金監査報告書 (国会議員関係政治団体に限る。 )

この報告書は、政治資金規正法に従って作成したものであつて、真実に相違ありません。

宣誓 日

令 不口 6年  十 月 18 日

政治団体の名称 政粉ンタ1嗜啜ノ外

会計責任者の氏名 」笙_重_及苅、 【署名又は記名押印】

※ 以下は盤整1壼1塾121日己|」1饉|コ12虫1重1饉1匿望IL.」1菫1出鮎ヨニ.洒1壼LILi麹収菫菫1饉ヨLとglピ
|』ILiLす ること。

代表者の氏名 【署名又は記名押印】

1会計責任者本人が提出する場合にあつては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が提出する場合にあっては当該代理人の権限を証する書面及び本人確認書
類の提示又は提出を行うこと。ただし、会計責任者本人の署名その他の措置を講ずる場合は、この限りでない。

2政 治団体の解散に伴 う報告書の場合は、会計責任者の氏名の他、代表者の氏名を記載すること。また、代表者及び会計責任者本人が提
出する場合にあつては本人確認書類の提示又は提出を、これ らの者の代理人が提出する場合にあっては当該代理人の権限を証する書面
及び本人確認書類の提示又は提出を行 うこと。ただし、代表者及び会計責任者本人の署名その他の措置を講ずる場合は、この限りでな
い。

必須様式(4μ )


